
 

 
 

事務事業名 精神保健福祉事業 事業コード 1854 

所属コード 153000 課等名 玉山総合事務所健康福

祉課 

係名 健康推進担当 

課長名 佐藤 政敏 担当者名 後藤 公子 内線番号 4400-142 

評価分類 ■ 一般  □ 公の施設  □ 大規模公共事業  □ 補助金  □ 内部管理 

 

１ 事務事業の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 概要 

総合計画 

体系 

施策の柱 いきいきとして安心できる暮らし コード 1 

施策 共に歩む障がい者福祉の実現 コード 3 

基本事業 障がい者福祉サービスの充実 コード 2 

予算費目名 一般会計  ３款１項２目 地域生活支援事業（004-03） 

特記事項 総合計画主要事業 

事業期間 □単年度  ■単年度繰返  □期間限定複数年度 開始年度 18年度 

根拠法令等 障害者自立支援法，精神保健及び精神保健福祉法 

 

(2) 事務事業の概要 

  精神障がい者が地域において自立した生活を送れるよう支援する。実施回数月１回，会場玉

山総合福祉センター等 

 

(3) この事務事業を開始したきっかけ（いつ頃どんな経緯で開始されたのか） 

  平成 11年度に精神障がい者の親が中心となって，家族会を設立。その後，地域で生活する精

神障がい者の社会復帰の場として，平成 12年度から当事者の会が設立される。 

   

(4) 事務事業を取り巻く現在の状況はどうか。(3)からどう変化したか。 

  参加者の社会適応の訓練する場になっている他，参加者同士の交流や情報交換の場となって 

いる。 

 

 

 

 

 

 

（平成 24年度実施事業） 



 

２ 事務事業の実施状況（Do）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 対象（誰が，何が対象か） 

  区内の精神疾患にて通院治療中の者 

 

(2) 対象指標（対象の大きさを示す指標） 

 
(3) 24 年度に実施した主な活動・手順 

 自立を目指した生活訓練プログラムとして調理実習，制作，軽体操等 

 社会適応を目指したプログラムとして体験研修，視察研修，他の当事者団体との交流会等 

(4) 活動指標（事務事業の活動量を示す指標） 

 

(5) 意図（対象をどのように変えるのか） 

 対象は今までは玉山区に在住の在宅精神疾患治療中の者としていたが，25年度からは，対象枠

を広げ市内在住の精神疾患治療中の者とする。 

 

（6) 成果指標（意図の達成度を示す指標） 

 
 

 

 

指標項目 単位 
22 年度 

実績 

23 年度 

実績 

24 年度 

計画 

24 年度 

実績 

26 年度 

見込み 

A 精神保健福祉手帳所持者数（市全体） 人 1364 1566 1600 1719 1600 

B 自立支援医療申請者（市全体） 人 3154 3361 3400 3637 3400 

C        

指標項目 単位 
22 年度 

実績 

23 年度 

実績 

24 年度 

計画 

24 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 教室参加当事者実人数 人 8 7 8 7 10 

B         

C        

指標項目 性格 単位 
22 年度 

実績 

23 年度 

実績 

24 年度 

計画 

24 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 教室参加当事者実人数 □上げる 

□下げる 

■維持 

人 8 7 8 7 10 

B  □上げる 

□下げる 

□維持 

      

C  □上げる 

□下げる 

□維持 

      



 

(7) 事業費 

項目 財源内訳 単位 22 年度実績 23 年度実績 24 年度計画 24 年度実績 

事業費 ①国 千円 71 69 69 68 

②県 千円 35 34 34 34 

③地方債 千円 0 0 0 0 

④一般財源 千円 36 36 35 35 

⑤その他（       ） 千円 0 0 0 0 

A 小計 ①～⑤ 千円 142 139 138 137 

人件費 ⑥延べ業務時間数 時間 245 299 300 303 

B 職員人件費 ⑥×4,000 円 千円 980 1196 1200 1212 

計 トータルコスト A＋B 千円 1122 1335 1338 1349 

備考 

 

 

３ 事務事業の評価（See）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 必要性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

① 施策体系との整合性 

 精神障がい者が地域でいきいき生活できるための生活訓練の場や社会適応の場となっている。 

 

② 市の関与の妥当性 

 法定事務であり妥当である。 

 

 

③ 対象の妥当性 

 法定事務であり妥当である。 

 

 

④ 廃止・休止の影響 

 参加者の生活訓練や社会復帰に向けた訓練の場が縮小される。 

  

 

(2) 有効性評価（成果の向上余地） 

  参加者の増員を図る余地がある。 

 

(3) 公平性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

  受益機会の適正化や受益者の費用負担の適正化は公平・公正である。 

 

(4) 効率性評価 

  現在も最小限の費用，最小の人数にて従事しているので，これ以上削減できない。 

 

 

 



 

 

４ 事務事業の改革案（Plan）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 改革改善の方向性 

  参加者の増員を図るため，定例会の参加募集のチラシを各関係機関に送付したり区内全戸回

覧とし，参加者を募集する。教室の内容をさらに社会復帰に向けた内容にして充実させ，以前

通所していた当事者宅等に訪問し参加を促す。 

 

(2) 改革改善に向けて想定される問題点及びその克服方法 

  在宅にて療養中の精神障がい者の中には，自分が精神障がいに罹患していることを他人に知

られたくないと思っている人がまだまだ多いため，ひきこもっている人も多いと思われる。その

ため講演会や広報活動を通じて地域住民の精神障がい者に対する理解を深めることや当事者宅へ

訪問して状況を把握しながらひきこもりの状況を解決していく。 

 

 

 

５ 課長意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 今後の方向性 

■ 現状維持（従来どおりで特に改革改善をしない） 

□ 改革改善を行う（事業の統廃合・連携を含む） 

□ 終了・廃止・休止 

 

(2) 全体総括・今後の改革改善の内容 

  社会資源が少ない玉山区において，障がい者が孤立しないよう，学習会や講演会などの各種

事業や相談会を継続して実施している。今後においてもボランティア団体と連携し当事者の社

会参加のきっかけや社会復帰に繋げるよう当該事業を継続していく必要がある。 

 

 

 

 

  


